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持
続
可
能
な
保
護
司
制
度
の
確
立
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

保
護
司
は
、
犯
罪
を
し
た
人
又
は
非
行
の
あ
る
少
年
が
、
実
社
会
の
中
で
健
全
な
一
員
と
し
て
更
生
す
る
よ
う
、
保
護
観
察

官
と
協
働
し
て
保
護
観
察
等
を
行
う
な
ど
、
更
生
保
護
の
中
核
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
地
域
社
会
の
安
全
・
安
心
に
と
っ

て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。 

 

近
年
、
保
護
司
の
担
い
手
確
保
が
困
難
と
な
り
、
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
昭
和
五
十
年
に
は
六
十
歳
未
満
の
保
護
司
が
、

四
十
四
・
七
％
以
上
を
占
め
た
の
に
対
し
、
令
和
七
年
で
は
二
十
二
・
三
％
と
半
減
し
て
い
る
。 

 

保
護
司
の
総
数
を
み
て
も
、
平
成
二
十
七
年
の
四
万
七
千
八
百
七
十
二
人
か
ら
令
和
七
年
は
四
万
四
千
七
十
人
と
、
十
年
間

で
三
千
八
百
二
人
減
少
し
て
い
る
（
七
十
五
歳
以
上
の
特
例
再
任
を
除
く
）
。 

 

再
犯
防
止
推
進
白
書
に
よ
る
と
、
保
護
司
高
齢
化
の
背
景
と
し
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
希
薄
化
と
い
っ
た
社

会
環
境
の
変
化
に
加
え
、
保
護
司
活
動
に
伴
う
不
安
や
負
担
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
持
続
可
能
な
保
護
司
制
度

の
確
立
に
は
課
題
も
多
い
。 

 

保
護
司
法
、
保
護
司
会
及
び
保
護
司
会
連
合
会
に
関
す
る
規
則
に
よ
る
と
、
保
護
司
の
活
動
に
は
、
保
護
司
活
動
と
保
護
司

会
活
動
が
あ
る
。 
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保
護
観
察
や
生
活
環
境
調
整
な
ど
は
、
保
護
司
の
中
心
的
活
動
で
あ
り
、
保
護
司
会
活
動
は
、
犯
罪
予
防
活
動
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
後
者
は
、
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
の
改
善
更
生
に
つ
い
て
地
域
社
会
の
理
解
を
求
め
る
と
と
も
に
、
犯
罪
や
非
行
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
毎
年
七
月
の
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
強
調
月
間
な
ど
の
機
会
を
通
じ
て
、
「
講
演
会
」
、
「
住

民
集
会
」
、
「
学
校
と
の
連
携
事
業
」
な
ど
の
犯
罪
予
防
活
動
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
保
護
司
会
活
動
は
、
地
域
に
よ
っ
て
活
動
の
幅
が
異
な
る
。
同
活
動
に
熱
心
な
地
域
で
は
、
現
役
世
代
に
と
っ
て
、
活

動
へ
の
参
加
が
負
担
に
な
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
。 

 

他
に
も
観
察
所
が
開
催
す
る
「
定
例
研
修
」
や
、
各
保
護
司
会
が
自
主
的
に
行
う
「
研
修
会
」
な
ど
が
あ
り
、
参
加
す
る
行

事
や
活
動
等
の
多
い
こ
と
が
負
担
と
な
り
、
保
護
司
に
な
る
こ
と
を
た
め
ら
う
現
役
世
代
が
一
定
数
存
在
す
る
と
聞
く
。 

 

さ
ら
に
、
保
護
司
が
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
、
無
給
で
あ
る
こ
と
は
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
が
、
保
護
司
が
年
一

回
、
六
千
円
ほ
ど
の
会
費
を
徴
収
さ
れ
る
「
金
銭
的
負
担
」
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

加
え
て
、
夫
が
保
護
司
に
選
任
さ
れ
る
と
、
妻
が
更
生
保
護
婦
人
会
へ
の
加
入
を
促
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
都
内
と
福
岡
で
確
認

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
持
続
可
能
な
保
護
司
制
度
の
確
立
に
向
け
た
検
討
会
に
お
い
て
纏
め
ら
れ
た
報
告
書
に
あ
る
「
保
護

司
の
家
族
へ
の
支
援
の
充
実
」
と
い
う
施
策
の
意
に
沿
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
家
族
の
負
担
増
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 
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以
上
を
踏
ま
え
て
質
問
す
る
。 

一 
政
府
は
、
保
護
司
の
高
齢
化
の
背
景
と
し
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
希
薄
化
と
い
っ
た
社
会
環
境
の
変
化
に

加
え
、
保
護
司
活
動
に
伴
う
不
安
や
負
担
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
後
も
、
保
護
司
の
委

嘱
に
際
し
て
、
保
護
司
活
動
に
加
え
て
（
観
察
所
が
開
催
す
る
「
定
例
研
修
」
以
外
の
）
保
護
司
会
活
動
へ
の
参
加
を
、
現

役
世
代
に
対
し
て
も
退
職
者
世
代
同
様
に
義
務
付
け
る
の
か
。 

二 

現
状
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
保
護
司
か
ら
年
会
費
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
保
護
司
が
報
酬
制
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
は
、

同
活
動
が
、
崇
高
な
社
会
貢
献
の
取
組
、
自
発
的
な
善
意
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
が
、
年
会
費
を

徴
収
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
年
会
費
の
使
途
に
つ
き
、
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
示
さ
れ
た

い
。 

三 

夫
が
保
護
司
に
選
任
さ
れ
る
と
、
配
偶
者
が
更
生
保
護
婦
人
会
へ
の
加
入
を
促
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
。
夫
婦
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
求
め
る
こ
と
は
、
家
族
の
負
担
を
増
し
、
保
護
司
委
嘱
候
補
者
の
忌
避
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
夫

が
保
護
司
に
な
っ
た
場
合
、
配
偶
者
の
更
生
保
護
婦
人
会
加
入
は
不
可
欠
と
考
え
る
か
。
不
可
欠
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の

理
由
を
お
示
し
頂
き
た
い
。 
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四 

地
域
の
保
護
司
会
で
年
に
一
回
開
か
れ
る
「
保
護
司
総
会
」
に
お
い
て
、
保
護
観
察
所
所
長
名
で
、
永
年
勤
続
の
保
護
司

の
配
偶
者
に
対
し
て
「
内
助
の
功
賞
」
が
贈
ら
れ
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
こ
の
表
彰
対
象
者
は
、
更
生
保
護
婦
人
会
に
加
入

し
て
い
る
配
偶
者
に
限
ら
れ
る
の
か
。 

五 

保
護
司
の
高
齢
化
は
、
現
代
に
お
け
る
若
者
文
化
や
非
行
副
次
文
化
の
理
解
が
困
難
に
な
る
こ
と
か
ら
、
青
少
年
の
保
護

観
察
対
象
者
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
や
支
援
に
お
い
て
、
様
々
な
支
障
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
保
護
司
の
若
返

り
を
図
る
上
で
、
ど
の
よ
う
な
実
効
的
施
策
を
検
討
し
て
い
く
つ
も
り
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


